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(3)研究事業の有効性 

当該事業においては、国際的な化学物質管理で合意された目標に基づく政策目標の実現に

向けた研究課題が設定されている。その研究成果は化学物質によるヒト健康への被害を防止

する行政施策の科学的基盤となっており、実用化も図られている。さらには、これら研究成

果から、新規な知見の創出、国際貢献等の成果もあがっており、有効性は高いと考える。 

 

(4)その他：特になし 

 

３．総合評価 
化学物質リスク研究事業は、化学物質の安全確保のための行政施策の科学的基盤として有

害性評価手法の開発等の研究を実施しており、国民生活の安全確保に大いに寄与する不可欠

な事業である。 

2020 年までに化学物質の毒性を網羅的に把握することは、化学物質管理における国際的

な政策課題であり、当該事業では、この課題の解決に向け、 新の科学的知見を活用した評

価手法の開発研究、実用化研究、網羅的な安全点検スキームの構築研究等を推進している。

また、国際的に化学物質から子どもや胎児などを守る取り組みが求められているが、これに

対して、評価法開発のみならず、子どもの成長発達の生物学的特性を踏まえた影響のメカニ

ズム解明を推進している。 

さらに、ナノマテリアルの社会的な受容に根ざした開発を推進するために、毒性発現のメ

カニズムの解明と並行した安全性試験手法の開発を推進しており、社会的な必要性が高い。

個別の課題については、必要性、緊急性に基づく採択と計画的な実施がなされており、着

実な成果達成が期待される。開発された手法は行政施策として化学物質の安全点検スキーム

に取り入れることによって、早急な安全性情報の取得、発信、利用等が可能となり、また、

経済的にも毒性試験実施にかかる費用と時間の大きな削減が期待される。 

安全・安心な国民生活を確保するためには、日常の生活環境の中に無数に存在する化学物

質の管理が必須であり、国際協調に留意しつつ、当該研究事業を推進する必要がある。 

 

４．参考（概要図） 

化学物質の
ハザード(有害性）

評価に関する
研究の推進

１．目標

行政応用を目指した
ハザード評価に関する

基礎的知見の収集

２．研究方針

化学物質の総合的評価の
さらなる迅速化・高度化

新規素材による健康影響の
評価方法研究の推進

新たな有害性に関する
評価手法の開発の拡充

化学物質リスク研究事業について

３．成果の応用

○当室所管法令における活用

○食品や医薬品、労働安全など他の
厚生労働行政分野への成果の活用

○OECD等におけるテストガイドライン
プログラムへの新規提案等の国際貢献 等

 


